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〔その他〕 

 

緊急新規高等学校卒業予定者就職対策について 

 

青森県教育委員会 

 

１ 趣 旨 

  新規高等学校卒業予定者に対する厳しい雇用情勢に鑑み、就職促進のため、学

校及び生徒を支援する。 

 

２ 概 要 

 (1) 就職指導支援員の配置（平成２２年１月～） 

   就職指導業務において、教員の補助を行う就職指導支援員を配置することに

より、就職指導の充実を図る。 

  ① 職務内容 

   ・就職情報のデータ処理及びデータベース化並びに生徒等への情報提供 

   ・関係機関・団体、企業等との連絡・調整 

   ・インターンシップや職業講話等の準備・運営に係る補助 

   ・その他、就職指導に関して校長が必要と認める業務 

  ② 配置校 

    就職内定率が低いなど、特に支援を要する県立高校に１名ずつ配置する。 

 

 (2) 教員の企業訪問及びハローワークへの生徒引率の支援（平成２２年１月～） 

  ① 校長のリーダーシップの下、教員が一丸となって企業訪問を実施し、生徒

の受験先の確保に今まで以上に取り組む。 

  ② 就職未内定者がハローワークで相談する際、教員が引率して生徒と共に面

接・指導を受け、適切な就職指導を行う。 

  ③ これらの活動に要する経費を支援する。 

 

 (3) 教員向け講演会の実施（平成２２年２月） 

   青森県高等学校教育研究会進路指導部会就職部会と連携し、生徒の心のケア

や意識啓発のための研修を実施し、教員の就職指導力の向上を図る。 
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〔その他〕 

職 員 の 懲 戒 処 分 の 状 況 

平成２１年１２月（１１月１日～１１月３０日分） 

 

青森県教育委員会 

 

事案１ ①被処分者 上北地域十和田市の小学校 教諭（５１歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上５０km/h 未満） 

     ・平成２１年５月１５日（金）午後９時１６分頃 

     ・十和田市内の県道 

     ・最高速度５０km/h のところ、８１km/h で走行 

    ③処分内容 戒告 

    ④処分年月日 平成２１年１１月１２日 

 

事案２ ①被処分者 特別支援学校 教諭（５０歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上５０km/h 未満） 

     ・平成２１年８月１１日（火）午後３時２４分頃 

     ・南津軽郡田舎館村内の県道 

     ・最高速度４０km/h のところ、７１km/h で走行 

    ③処分内容 戒告 

    ④処分年月日 平成２１年１１月１３日 

 

 


